
TEL.06-6430-9989
月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前９時～午後５時30分
FAX.06ｰ6409ｰ4297  Eｰmail  ama-ikushia@city.amagasaki.hyogo.jp尼崎市子どもの育ち支援センター いくしあ

子どもや子育てで困ったら

  子 ど も た ち の 未 来 を 、

  は ぐ く み 、そ だ て る 。



0～5歳 小学生 中学生 ～おおむね18歳

家庭児童相談支援

南北保健福祉センター

教育相談・不登校の子ども支援

あまぽーと・アマブラリ

ユース相談支援事業

発達相談支援

いくしあ

子ども・子育て総合相談

子育て不安

発達の課題 児童虐待 不登校
ひきこもり友人関係の

悩み

子育て家庭の
困りごと

児童虐待の相談件数の
増加

発達障害やその疑いの
ある子どもの増加

いじめ、不登校、集団不適応に
悩む子どもの増加

●子どもの教育に関する悩みや、子育てに不安を感じる保護者の割合が高い
●子どもや子育て家庭を取り巻く状況が多様化、複雑化、深刻化

※18歳以降も必要に応じて、適切な支援につなげます。

●単独機関での対応・解決が困難なケースが増加し、年齢の切れ目のない総合的な支援ができていない。

背  

景

子どもファースト

0歳からおおむね18歳の
子どもが主体となる支援

縦の連携

「いくしあ」は、児童虐待や不登校、発達障害など、
日々の暮らしのなかで課題や困難を抱える子どもたちと
子育て家庭に寄り添い、支えるための総合施設。

児童専門のケースワーカーや医師などの専門職を配置し、寄り添い支援を担う

組織分野にとらわれず幅広い相談に対応し、支援歴の情報を一元的に管理する

不登校の児童生徒など、多様な状況をサポートし、学校とともに課題に対応する

さまざまな関係機関、民間団体と協力・連携して支援を行う

発達の不安などについての相談に対応し、心理検査や診察を通して支援につなぐ※

子どもの年齢に応じた
切れ目なく継続的な支援

横の連携

福祉、保健、教育などが
連携した総合的な支援

母子健康包括支援センター

育む、育まれるすべての人の施設『育舎』を、優しさが伝わるよう
『いくしあ』としました。

「いくしあ」のコンセプトと特徴

※いくしあでは、医師をはじめとした専門職が心理検査や診察などを通じて診立てを行い、子どもとの関わり方や方向性を一緒に考えます。
　継続的な治療や投薬、療育（障害福祉サービス等）は行いませんが、地域の医療機関等支援機関を紹介し、連携します。2



登 録
更 新

「いくしあ」の支援機能

●子どもと子育て家庭状況を確認しつつ、相談業務に従事

子どもと子育て家庭状況

いくしあ職員

子どもと子育て家庭への
支援に必要な

情報を横断的に把握

児
童
情
報

ケース登録

基本情報登録

対応記録

●氏名、住所、年齢
●保護者・家族情報
●健診・予防接種歴

●通園・通学先、通学状況
●福祉サービス利用状況
●添付資料  など

ケ
ー
ス
情
報

●相談種別、主訴内容
●子どもの状況
●通告者情報  など

●経過記録
●ケース会議結果
●添付資料  など

抽 出

閲覧

庁内各課システム

支援歴の一元管理

主な職種

総合相談

家庭児童相談支援

教育相談・不登校の子ども支援

発達相談支援

児童専門のケースワーカー、心理士、精神保健福祉士、保育士、家庭児童相談員

児童専門のケースワーカー、事務、西宮こども家庭センター派遣

指導主事、心理士、こども自立支援員、スクールソーシャルワーカー、事務

医師、保健師、保育士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、事務

総合相談と支援歴の一元管理

■主にお悩みや心配ごとのある子どもや子育て家庭を対象とした総合相談窓口としつつ、身近な子育て相談も含め、
幅広い相談に対応します。

■専門の相談員が相談者のニーズを聞きとり、一緒に考え情報提供や助言、解決イメージを共有します。

■一人ひとりの子どもの支援歴等の記録を一元的に把握する電子システムにより、迅速かつ適切な支援につなげます。
電子システムの情報はセンシティブな重要情報としてセキュリティを厳重に管理します。

子ども・子育て
総合相談

家庭児童相談
支援

  教育相談・
不登校の子ども支援

発達相談
支援

保育所・幼稚園・
認定こども園・学校等

ファミリー・
サポートセンター

児童ホーム・
放課後児童クラブ

子育てサークル・
つどいの広場

民生児童委員

児童相談所
（西宮こども家庭センター）

児童福祉施設
（乳児院、児童養護施設、
障害児入所施設等）

病院・診療所

児童発達支援事業所等

母子健康包括支援センター
南北保健福祉センター 保健所
女性センター・トレピエ

電
子
記
録
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県

尼 

崎 

市

予防的アプローチ

対処的アプローチ

家庭児童相談支援

■養育上の支援を必要とする子どもや子育て家庭の相談に対応します。

■関係機関との連携により、できるだけ早期にハイリスク家庭を発見し、支援を実施します。

■児童専門のケースワーカーがコーディネート役として調整を行い、支援の一体性、連続性を確保します。

養育上の支援を必要とする子どもや子育て家庭の早期発見・早期対応を行うことで、児童相談所の介入が必要な
ケースの減少につなげるとともに、一時保護・措置解除後の児童等の安定した生活を支援することで、児童相談所
が適切な介入機能を発揮できるよう、寄り添い型の支援拠点として「子どもの育ち支援センター いくしあ」を位置
づけます。

●危機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画の作成等、
支援及び指導等、児童相談所の指導措置委託を受けて市区町
村が行う指導

県の児童相談所といくしあの機能分担のイメージ

○妊娠期から子育て期にわたる総合的相談や支援を実施

○相談、養育環境等の調査、専門診断等（児童や家族への援助方針の検討・決定）
○一時保護、措置（里親委託、施設入所、在宅指導等）
○市区町村援助（市区町村相互間の連絡調整、情報提供等必要な援助）等

児童相談所
（西宮こども家庭センター）

子どもの育ち支援センター いくしあ
「市区町村子ども家庭総合支援拠点」予防・寄り添い機能、在宅支援機能

母子健康包括支援センター ・ 南北保健福祉センター等

要保護児童対策地域協議会

学校・教育委員会民生児童委員

民間団体

警  察

児童相談所

弁護士会

児童養護施設

平成29年度から各年度、尼崎市
職員を2人ずつ研修生として西宮
こども家庭センターへ派遣。

介入機能

●妊産婦等の支援に必要な実情の把握
●妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導

●実情の把握、情報の提供、相談等への対応、総合調整
○子ども家庭支援全般に係る業務

関係機関が情報を共有し
連携して対応

●一時保護又は措置解除後の児童等が安定した生活を継続して
いくための支援  ほか

○その他の必要な支援

○要支援児童及び要保護児童等への支援業務

「要保護児童対策調整機関」として、支援の一体性、
連続性を確保し、要保護児童対策地域協議会の構成
機関や児童相談所との円滑な連携・協働を推進

○要保護児童対策調整機関

●関係機関との連絡調整
●支援プランの策定

●主担当機関を選定・役割分担を確認
●支援の進行状況等を確認・共有・評価
●関係機関間の調整、協力要請など

「要保護児童対策調整機関」（いくしあ）

役割分担・連携を図りつつ、
常に協働して支援を実施

保健機関 医師会

地域子育て支援拠点 保育所・幼稚園
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教育相談・不登校の子ども支援

■学校園での教育や生活に関することについて、子ども本人、家族、幼稚園・学校の先生などからの教育相談を実施
します。

■不登校の子どもの居場所の設置やボランティアの訪問支援に取り組み、学校と連携した不登校の子どもへの
支援を実施します。

■指導主事（教育職）が中心となって、学校やいくしあ内の他の専門職員と連携し、子どもの状況に応じた支援を
実施します。

不登校支援のイメージ

発達相談支援

発達相談支援 事業相関図

■発達や行動での気になることや困りごとに、医師や保健師、心理士、保育士、作業療法士、言語聴覚士が相談に
対応し、支援につなぎます。※

■子どもの発達特性等に関する情報を、切れ目なく適切に引継ぎが行えるよう各施設との連携を図ります。

○保護者からの相談（総合相談への電話・来庁）
○関係機関・施設からの紹介 ●相談

●心理検査
●診察

◆保護者の理解を深める
◆診立てを行い、支援へつなぐ
◆４・５歳児を重点的に実施

発達相談

施設支援事業

○関係課より相談
●虐待被害児（家庭児童相談支援）
●不登校児童・生徒 （教育相談・不登校の子ども支援）

保護者

保育所・幼稚園・
学校等施設 

発達相談
支援

つなぐ

連 携

相  談1

いくしあへ
直接相談

4 保護者への
働きかけ

3

訪問等2

支援者へのサポート
●専門職（保健師等）による施設訪問
●子どもの観察、施設への助言等

2

●地域の医療機関
  （治療、投薬、検査等）

●障害児通所支援事業所
   児童発達支援
   放課後等デイサービス
   保育所等訪問支援

●学校、教育委員会

●保育園、幼稚園

●南北保健福祉センター

●保健所

●児童発達支援センター

主な支援機関

●教職員研修会

●学校環境適応感
  尺度「アセス」の活用

不登校の
未然防止・早期発見

ボランティアによる
訪問寄り添い型支援

教育OBによる不登校の
子ども支援

教育相談事業
●カウンセラーによる教育
相談
●SSW（スクールソーシャ
ルワーカー）による関係
機関との連携促進
●心療内科医、精神科医
による相談 

生涯学習プラザ等を
利用した学習支援

学校以外の学びの
場及び居場所 

●児童相談所
  （西宮こども家庭センター）
●警察
●尼崎少年サポートセンター
●医療機関

関係機関等との連携

不登校支援団体
ネットワーク会議

不登校の子どもを持つ
親のつどい

不登校児童生徒が
通所する

民間施設の認定

※3歳以下の子どもは、南北保健福祉センター地域保健課や保健所健康増進課での乳幼児健診等の対応を基本として、連携していく。
※いくしあでは、医師をはじめとした専門職が心理検査や診察などを通じて診立てを行い、子どもとの関わり方や方向性を一緒に考えます。
　継続的な治療や投薬、療育（障害福祉サービス等）は行いませんが、地域の医療機関等支援機関を紹介し、連携します。

（サテライト教室）

（教育支援室「ほっとすてっぷ」）

※中学校卒業後、引き続き支援が必要な場合も対応します。

（ハートフルフレンド）

（訪問支援や体験活動の実施など）
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こでまり

はなみずき

観 

察 

室
プレイ ルーム

幼児支援教室

幼児支援教室

幼児支援教室

事務室

いちょう かえで つばき ま つ くすのき

ひいらぎ ざくろ かしわ う め き り えんじゅ けやき

かりん

子ども用トイレ

相談室兼
カンファレンス室

相談室兼
カンファレンス室

受付兼相談室

玄関ホール

サロン

バギー
置場

正
面
玄
関

下足
スペース待合室

相談室 相談室 親子
相談室

応接室相談室 相談室

待合室

相談室

職員
玄関

相談室相談室相談室
授乳室

中 庭

N
ゆりのき

あらかし

相談室

観察室

幼児支援教室の
様子を観察

幼児支援教室

発達に支援が必要な
子どもの相談室

サロン(遊びのスペース)

待合室 受付兼相談室

プレイルーム

集団での子どもの
行動の見立てを行う※

授乳用の椅子や
流し台が利用可能

授乳室

家庭児童相談支援／発達相談支援／  教育相談・不登校の子ども支援

マットスペースやおもちゃ
などがあり

どなたでも利用可能

植物名がついた12の相談室
小さなお子さまのためにマットスペースや

おもちゃの部屋も有

総合相談スタッフが常駐子どものための待合室

※飲食可のスペースもあります。

1F
理解する・つながる
主に相談を受けるフロア 2F

活動する・ひろがる
子どもが体を動か す・地域と交流するフロア

総合相談 発達相談支援

授乳室多機能トイレ エレベーター男子トイレ女子トイレ

屋外には汽車型遊具や
教育支援室

「ほっとすてっぷEAST」の農園

シンボルツリーの
けやき2本

中 庭

屋 外

「いくしあ」フロア図・施設概要

※いくしあでは、医師をはじめとした専門職が心理検査や診察などを通じて診立てを行い、子どもとの関わり方や方向性を一緒に考えます。
　継続的な治療や投薬、療育（障害福祉サービス等）は行いませんが、地域の医療機関等支援機関を紹介し、連携します。6

家庭児童相談支援／発達相談支援／  教育相談・不登校の子ども支援

活動する・ひろがる
子どもが体を動か す・地域と交流するフロア

「いくしあ」フロア図・施設概要



プレイ ルーム

家庭児童相談支援／発達相談支援／  教育相談・不登校の子ども支援

活動する・ひろがる
子どもが体を動か す・地域と交流するフロア

ひのき す ぎ ねむのき

げっけいじゅ かいのき かいのき りんご

くも くわのき

ぷらたなす

職員室 調理室

診療室

スヌーズレン
ルーム

保護者室
研修室 発達検査室 発達検査室

学習室 学習室
兼カウンセ
リング室

受付

前室

保健室

活動室

プレイルーム
(箱庭)

N

教育支援室「ほっとすてっぷEAST」
不登校の児童生徒が通級

おりーぶ

こぶし

地域交流室感覚統合室

受付

プレイ ルーム

事務室

N

感覚統合室

診療室

スヌーズレンルーム

保護者室・研修室

地域交流室

グループワークなどを開催

活動室

学習室 調理室

卓球などの活動に利用

Wi-Fi環境が整った
子どもの机・椅子を配置した教室 調理実習に利用

プレイルーム(箱庭)

箱庭療法などに利用※
発達検査室

心理士による発達検査

学習室兼カウンセリング室

子どもの机・椅子を配置した
自習しやすい学習室

家庭児童相談支援／発達相談支援／  教育相談・不登校の子ども支援

道具を使って体のイメージや
使い方の見立てを行う※

バブルチューブなどを配置した
感覚刺激空間※

保護者が待ち時間に
学べる書籍を配置

医師が診察を実施※

建築面積 約782㎡ 建物延床面積 約2,031㎡（１階  約734㎡、２階  約708㎡、３階  約589㎡）鉄筋コンクリート造 3階建 平成2年築

活動する・ひろがる
子どもが体を動か す・地域と交流するフロア 3F

発見する・はばたく
子どもの可能性を支えるフロア

家庭児童相談支援
［児童虐待相談 通報］ ［養護相談］ 教育相談・不登校の子ども支援
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いくしあ 尼崎
看護専門学校

駐車場

グラウンド

正門

あまぽーと

ひと咲き
タワー

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト

アマブラリ

学びと育ちを支援する拠点として「子どもの育ちを支える機能」、「教員・職員の人材育成機能」、
「市民の交流・学習機能」が有機的に連携します。

N

あまぽーと

活動の場

 オープンラウンジ、ホール、
音楽スタジオ等での活動

アマブラリ

学びの場

 青少年学習室、図書コーナー、
学びに関するイベント、展示等

ユース交流センター

青少年の居場所・交流の場

教育・職員の研修の場

教育総合センター

子どもたちが主体的に生きて
いくための科学的根拠に基づく

政策を研究する

学びと育ち研究所

「学び」をテーマにした
まちづくりのプロジェクトを推進

みんなの尼崎大学

ひと咲きタワー

あまがさき・ひと咲きプラザ

TEL.06-6430-9989
月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前９時～午後５時30分  FAX.06ｰ6409ｰ4297

児童相談所
全国共通ダイヤル

24時間
子供SOSダイヤル

189 0120-0-78310

子どもや子育てで困ったら

  連絡は匿名でも可能。秘密は守られます。
来所相談もできます。（予約不要）

24時間いつでも！時間外はこちらへ

子どもの育ち支援センター（愛称：いくしあ）

発行元 ： 尼崎市 子どもの育ち支援センター  いくしあ  

ご相談はこちらへ
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阪神バス停
「百合学院」

百合学院

正門

若王
寺池

尼崎市子どもの育ち
支援センター

あまがさき・
ひと咲きプラザ

（旧聖トマス大学）

若王寺

小中島
1丁目南

N

尼崎市若王寺2丁目18番6号
あまがさき・ひと咲きプラザ内

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前９時～午後５時30分

所在地

開館日

アクセス 徒　歩：阪急園田駅から約15分
バ　ス：阪神バス[尼崎市内線11番] 阪急園田駅から約3分、

JR尼崎駅から約12分、「百合学院」下車すぐ

駐輪場・駐車場 有［無料］


